
浜松市上下水道部公告第３０号

　　令和８年２月６日

浜松市水道事業及び下水道事業管理者　奥家　章夫　

　浜松市公共下水道事業受益者負担金の賦課対象区域　　別紙のとおり

　浜松市公共下水道事業受益者負担に関する条例（昭和４７年浜松市条例第３２号）第８

条第２項の規定に基づき浜松市公共下水道事業受益者負担金の賦課対象区域を決定したの

で、次のとおり公告する。



別紙

中部第２負担区

中央区

　神田町671番3

中部第５負担区

中央区

　田尻町216番1

西遠第１負担区

中央区

　中田町423番2

　倉松町120番1

　和合北四丁目315番1170

西遠第２負担区

中央区

　葵西六丁目276番474

　初生町1183番36

　初生町1183番37

西遠第３負担区

中央区

　立野町227番6

　西山町2195番1

　西山町2195番4

　瓜内町738番1

西遠第４負担区

中央区

　金折町793番1

　金折町794番1

　金折町795番

　金折町796番1

　金折町797番1

　下石田町73番2

　花川町1016番1

　白羽町566番2

　小沢渡町1332番1

　小沢渡町1332番2

　高塚町2395番2

　若林町74番1

　若林町79番

　積志町940番3

　初生町461番17

　初生町1042番1

　三方原町405番5

　三方原町439番19

　三方原町439番21

　三方原町439番22

　三方原町551番4

浜名区

　中条103番2

　中条103番3

西遠第５負担区

浜名区

　小松1150番1

　平口1629番2

西遠第６負担区

浜名区

　小松3091番

　中瀬130番3

引佐第１負担区

浜名区

　引佐町井伊谷591番11


